
●受付期間
　2 月 1 日（水）～ 28 日（火） 
　※午前 9 時～正午及び午後 1 時～午後 5 時
　※土曜、日曜、祝日は除きます。

●受付場所
　〒 869-2695 熊本県阿蘇市一の宮町宮地 504 番地 1
　阿蘇市役所総務部 財政課管財契約係（本庁舎 2 階）

●受付業種
　▷建設工事
　▷測量・建設コンサルタント等
　▷物品・業務委託（建設工事関係を除く）

●提出方法
　郵送（平成 29 年 2 月 28 日必着） ※阿蘇市内業者は持参提出も可能です。

●有効期間
　平成 29 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 日

●提出書類
　①提出書類の詳細は財政課または阿蘇市ホームページでご確認ください。
　② 様式は全て阿蘇市指定様式です。他の様式は使用できませんのでご注意く

ださい。（一部任意様式可。）
　③ 書類順にＡ 4 ファイルに綴じて提出してください。（ホッチキス・クリップ

不可）
　④ Ａ 4 ファイルの表紙及び背表紙に「阿蘇市競争入札参加資格審査申請書」

及び「社名」を明記してください。

●その他
　▷ 様式は財政課で配布するほか、阿蘇市ホームページからダウンロードでき

ます。
　▷ 郵送による提出の際は、返信用封筒を同封してください。
　▷ 阿蘇市の競争入札参加資格は、阿蘇医療センターでも適用されます。
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指 名 願

財政課 管財契約係 ☎ 22-3204

H29・30 競争入札参加資格審査申請書を受け付けます

CITY  INFORMAT ION
市 役 所 か ら の お 知 ら せ

　
成
29
・
30
年
度
に
、阿
蘇
市
が
発
注
す
る
建
設
工
事
、測

量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
等
業
務
、物
品
の
購
入（
製

造
及
び
修
理
を
含
む
）及
び
業
務
委
託（
建
設
工
事
関
係
を
除

く
）へ
の
入
札
参
加
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、次
の
と
お
り「
競

争
入
札
参
加
資
格
審
査
申
請
書
」の
提
出
が
必
要
に
な
り
ま

す
。期
限
内
に
必
ず
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

平

CITY  INFORMATION

受付期間や提出書類など

広
告
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熊 本 地 震 関 連

福祉課 総合福祉係 ☎ 22-3167

一部損壊世帯への義援金配分基準について

　

 

本
地
震
の
発
災
時
に
居
住
し
て
い
た
住
家
が
一
部
損
壊

の
判
定
を
受
け
、被
災
住
宅
の
修
理
費
用
に
１
０
０
万
円

以
上
支
出
し
た
世
帯
に
対
し
10
万
円
を
配
分
し
ま
す
。

熊

CITY  INFORMATION

対象範囲や申請受付など

●対象範囲（工事箇所・部分）
  日常生活に欠くことのできない部分の修理とし、内装や外構のみの工事、家電製品の
修理費等は除く。

対象

○屋根、柱、床、外壁、基礎など
○ドア、窓等の開口部（ガラス・鍵の交換も含む）
○上下水道、電気、ガス等の配管、配線、吸排気設備（換気扇など）
○衛生設備（便器、浴槽など）
※�上記の対象箇所・部分であっても、壊れていない場合の取り換えは対象
とならない。

対象外
○内装（間仕切り壁、壁紙、天井の仕上げ、ふすま、障子、畳など）
○外溝（門、車庫、カーポート、堀、柵など）
○家電製品

●申請に必要なもの
　○罹災証明書※ ○領収書 ○工事明細書（工事内容の詳細が分かるもの）
　○印鑑 ○振込先が確認できる通帳など
※罹災証明書は本庁２階総務課で発行しています。

●申請受付
　  1 月 16 日（月）から平成 30 年 3 月末まで、阿蘇市役所福祉課窓口で申請受付を行

いますので、上記必要書類をご持参のうえ、手続きをお願いします。

●その他
　 申請内容に相違・虚偽等があった場合、返還の対象となることがありますので、特に

地震との関連性・被災箇所と修理箇所の同一性などを十分確認のうえ、申請をお願
いします。

　現在、熊本県から第 5 次までの義援金配分が行われています。これは、地震発生から 11 月
21 日までの市町村の罹災証明書発行件数に対し、5 回に分け配分されたものであり、新た
に半壊以上の罹災証明書の交付を受けた方に対する義援金です。したがって、現在の配分額

（全壊 100 万円、大規模半壊 55 万円、半壊 50 万円）に上乗せする分ではありませんのでご
了承ください。追加配分がありましたら随時お知らせします。



塗装・防水工事・メンテナンス

株式会社

〒869-2302

熊本県阿蘇市三久保448番地22

web    http;//www.aso-inoue.com/

E-mail info@aso-inoue.com

塗装内容

（屋根・壁・破風板・軒天・デッキ・塀・他）

防水内容

（雨漏れ調査・屋上・ベランダ・コーキング・他）

相
続
登
記
は

お
済
み
で
す
か
？

　
相
続
登
記
が
さ
れ
ず
放
置
さ
れ

る
と・・・

○�

相
続
が「
争
続
」問
題
に
な
っ
て

し
ま
う
。

○�

相
続
登
記
を
し
て
い
な
い
間
に

更
に
相
続
が
発
生
す
る
と
、誰

が
相
続
人
と
な
る
の
か
の
調
査

に
時
間
が
掛
か
る
上
、相
続
登

記
の
手
続
費
用
が
高
額
に
。

　

�

ま
た
、所
在
不
明
の
方
が
発
生

し
た
場
合
な
ど
は
、登
記
を
含

め
た
相
続
の
手
続
が
極
め
て
困

難
に
。

○�

相
続
し
た
不
動
産
を
売
り
た
い

と
思
っ
た
と
き
や
担
保
に
入
れ

た
い
と
思
っ
た
と
き
に
す
ぐ
に

で
き
な
い
な
ど
、不
利
益
を
受

け
る
こ
と
が
あ
る
。

○��

所
有
者
の
把
握
に
時
間
が
掛
か

り
、防
災・
減
災
，災
害
復
旧
の

た
め
の
工
事
が
進
ま
な
い
な

ど
、さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
の

発
生
原
因
と
な
り
か
ね
な
い
。

　
自
分
の
権
利
を
大
切
に
す
る
た

め
、ま
た
、次
世
代
の
子
ど
も
た
ち

の
た
め
に
、未
来
に
つ
な
ぐ
相
続

登
記
を
し
ま
せ
ん
か
？

　
詳
し
く
は
、熊
本
地
方
法
務
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ「
未
来
に
つ
な
ぐ

相
続
登
記
」を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
熊
本
地
方
法
務
局
阿
蘇
大
津
支
局

☎
０
９
６
‐
２
９
３
‐
２
２
７
２

老
後
に
備
え
農
業
者
年
金

に
加
入
し
ま
せ
ん
か
？

　
農
業
者
年
金
は
、農
業
者
だ
け

が
加
入
で
き
る
安
全・
安
心
な
公

的
年
金
で
す
。少
子
高
齢
化
に
よ

る
加
入
者
数
の
変
化
や
財
政
事
情

に
左
右
さ
れ
ま
せ
ん
。

●�

農
業
者
年
金
な
ら
で
は
の
６
つ

の
メ
リ
ッ
ト

❶ 

農
業
者
な
ら
誰
で
も
加
入
で
き

ま
す
。（
国
民
年
金
第
１
号
被
保
険

者
で
、年
間
60
日
以
上
農
業
に
従
事

す
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
）

❷�

積
立
方
式
で
安
定
し
た
財
政
運
営

❸�

80
歳
ま
で
の
保
証
が
付
い
た
終

身
年
金
で
す

❹�

保
険
料
は
自
分
で
決
め
ら
れ
、

い
つ
で
も
変
更
で
き
ま
す（
月

２
万
円
か
ら
６
万
７
千
円
ま
で
）

❺�

保
険
料
は
全
額
所
得
控
除
の
対

象
で
す

❻�

保
険
料
の
国
庫
補
助
制
度
が
あ

り
ま
す
。（
要
件
あ
り
）

※�

農
業
者
年
金
の
詳
し
い
内
容
に

つ
い
て
は
、農
業
委
員
会
、Ｊ
Ａ
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阿
蘇
各
支
所
ま
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

問
阿
蘇
市
農
業
委
員
会
事
務
局

☎
２
２
‐
３
２
５
４

統
計
調
査
の
調
査
員
募
集

　
市
で
は
、国
が
実
施
す
る
各
種

統
計
調
査
に
従
事
し
て
い
た
だ
け

る「
登
録
調
査
員
」を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　
登
録
調
査
員
は
、国
勢
調
査
や

経
済
セ
ン
サ
ス
な
ど
の
統
計
調
査

が
実
施
さ
れ
る
と
き
、調
査
対
象

を
訪
問
し
、調
査
票
の
配
布・
回

収・
点
検
等
の
仕
事
に
従
事
し
て

い
た
だ
く
も
の
で
、統
計
調
査
の

種
類
や
調
査
件
数
な
ど
に
応
じ
て

報
酬
が
支
払
わ
れ
ま
す
。

　
統
計
調
査
の
際
に
従
事
が
可
能

か
ご
連
絡
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、ご
自
身
の
空
い
た
時
間

を
有
効
に
活
用
し
、都
合
が
あ
わ

な
け
れ
ば
断
っ
て
い
た
だ
い
て
も

構
い
ま
せ
ん
。

　
登
録
要
件
や
調
査
員
の
仕
事
な

ど
の
詳
細
は
、市
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、財
政
課

ま
で
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。

問
市
役
所
財
政
課
企
画
係

☎
２
２
‐
３
２
０
４

お
知
ら
せ

募

集

鶏、山羊、いのしし等を１羽（頭）以上飼養する方へ

家畜伝染病予防法に基づく定期報告が必要です
　平成２３年に家畜伝染病予防法が一部改正され、
以下の家畜を１頭（羽）以上飼養する方は、飼養動
物・家畜の頭羽数及び当該家畜の飼養に係る衛生管
理状況に関し、毎年、県知事に報告することが義務
付けられています。
　このため、今年度は２月１日の状況を定期報告書
に記入し、地域を管轄する市町村または県の家畜保
健衛生所まで提出していただく必要があります。
　家畜保健衛生所で把握している所有者の方へ、定
期報告調査票を郵送していますので、調査票が届い
ていない方は、以下までご連絡ください。
●�家畜の種類　牛、水牛、鹿、馬、めん羊、山羊、豚（ミ

ニブタを含む）、いのしし、鶏（烏骨鶏、ちゃぼ等を含む）、あ
ひる（あいがもを含む）、うずら、きじ、だちょう、ほろ
ほろ鳥及び七面鳥

※�犬、猫、ウサギ、ハムスター、モルモット、インコ等は定
期報告の対象外です。

【問い合わせ】
　市役所農政課　☎ 22-3274
　熊本県阿蘇家畜保健衛生所　☎ 22-0041



借金、離婚、相続、遺言、交通事故、刑事･･･など、ひとりで悩まずお気軽にご相談下さい。

受付時間：平日９時～１７時１５分　ＴＥＬ：０９６７－２２－５２２３　※完全予約制です。

※経済的に余裕がない方は、法テラスの無料法律相談

制度をご利用になれることがあります。

法律相談料が変わりました。

・初回相談が、３０分まで無料になりました！

・初回３０分超また２回目以降は３０分３５００円です。

※経済的に余裕がない方は、法テラスの無料法律相談

制度をご利用になれることがあります。お問合せ下さい。

阿蘇地域に根ざした法律事務所です。

阿蘇ひまわり基金法律事務所

〒869-2612　阿蘇市一の宮町宮地2005-8-203（阿蘇市商工会一の宮支所となり）

熊本県弁護士会所属
弁護士　森　あい（もり　あい）

熊本県弁護士会所属
弁護士　森　あい（もり　あい）
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公
開
講
座『
阿
蘇
の
地

盤
っ
て
ど
う
よ
？~

自
然

災
害
か
ら
学
ぶ
こ
と~

』

　
地
震
か
ら
自
宅
の
地
盤
が
気
に

な
る
、今
後
ど
う
し
よ
う
か
と
悩

ん
で
お
ら
れ
る
方
も
多
い
と
思
い

ま
す
。今
回
、建
築
士
会
阿
蘇
支
部

主
催
で
、益
城
町
で
開
催
さ
れ
大

好
評
だ
っ
た
地
盤
に
つ
い
て
の
講

習
会
を
開
催
し
ま
す
。参
加
費
は

無
料
で
す
の
で
、興
味
の
あ
る
方

は
こ
の
機
会
に
ご
参
加
く
だ
さ

い
。な
お
、準
備
の
都
合
に
よ
り
、

事
前
に
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
と
き　
１
月
20
日
金

　

�

午
後
３
時
受
付
開
始
、午
後
３

時
30
分
か
ら
90
分
程
度

●
と
こ
ろ　
か
ん
ぽ
の
宿
阿
蘇

●
講
師　
地
盤
品
質
判
定
士

　
　
　
　
田
尻
雅
則
先
生

●
申
し
込
み・問
い
合
わ
せ

　

�

熊
本
県
建
築
士
会
阿
蘇
支
部
事

務
局　
光
原

☎
３
２
‐
０
３
５
７

催

し

広
告

阿蘇市長選挙　2 月 19 日㈰ 投開票！

投票日　2 月 19 日 ㈰

投票時間　午前 7 時～午後 6 時
（荻の草、舞谷、深葉地区は午後４時まで）

投票場所　市内 22 カ所の投票所

●
投
票
で
き
る
人

　

 

今
回
の
選
挙
で
投
票
で
き
る
方
は
、

18
歳
以
上
の
阿
蘇
市
民
で
あ
っ
て
、

平
成
28
年
11
月
11
日
現
在
で
、阿
蘇

市
に
住
民
票
が
あ
る
方
で
す
。

　

 

新
有
権
者
は
、平
成
11
年
２
月
20
日

ま
で
に
出
生
し
た
阿
蘇
市
民
で
あ
っ

て
、平
成
29
年
２
月
11
日
の
基
準
日

現
在
で
、３
カ
月
以
上
引
き
続
き
阿

蘇
市
に
住
民
票
が
あ
る
方
で
す
。ま

た
、平
成
11
年
２
月
14
日
か
ら
同
年

２
月
19
日
ま
で
に
出
生
し
た
方
は
、

平
成
29
年
の
誕
生
日
の
前
日（
18
歳
に

な
っ
た
時
点
）か
ら
期
日
前
投
票
が
で

き
ま
す
。

※ 

阿
蘇
市
か
ら
転
出
し
た
方
は
、転
出

し
た
時
点
で
投
票
で
き
ま
せ
ん
。

●
期
日
前
投
票・不
在
者
投
票

　

 

選
挙
当
日
に
投
票
に
行
く
こ
と
が
で

き
な
い
方
は
、期
日
前
投
票
や
不
在

者
投
票
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
期
日
前
投
票
】

▽�

投
票
期
間　
２
月
13
日
㈪
～
18
日
㈯

ま
で

▽�

投
票
時
間　
午
前
８
時
30
分
～
午
後

８
時
ま
で

▽
投
票
場
所　
阿
蘇
市
役
所・各
支
所

【
不
在
者
投
票
】

　
 

滞
在
地
や
病
院
等
で
行
う
不
在
者
投

票
に
つ
い
て
は
、選
挙
管
理
委
員
会

（
☎
２
２
‐
３
２
３
９
）に
お
尋
ね
く

だ
さ
い
。

投票方法 ●期日前投票・不在者投票→投票用紙に候補者の氏名を記入
●当日の投票→投票用紙の候補者欄にスタンプで「○」を押印

（問）阿蘇市選挙管理委員会事務局　☎22-3239


